
 

 

 

 

 

 

 

上島町 魚島船舶事業経営戦略 

（令和 8年度～令和 17 年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年（2026 年）３月 改定 
 

  



 

 

 

目  次 
 

 

１．事業概要   

 （１）事業形態等 ………………… １ 

  ①事業の概要 ………………… １ 

  ②職員数の内訳 ………………… ２ 

  ③年間輸送人員の推移 ………………… ２ 

  ④年間営業収入の推移 ………………… ２ 

  ⑤所有船舶の現状 ………………… ３ 

     

 （２）料金形態 ………………… ４ 

 （３）料金水準の検討 ………………… ５ 

 （４）現在の経営状況 ………………… ６ 

     

２．将来の事業環境   

 （１）利用者数の予測 ………………… ７ 

 （２）料金収入の予測 ………………… ９ 

 （３）船舶更新時期の見通し ………………… １０ 

     

３．経営の基本方針 ………………… １１ 

     

４．投資・財政計画（収支計画）   

 （１）投資・財政計画（収支計画） ………………… １２ 

 （２）投資・財政計画（収支計画）の 

策定に当たっての説明 ………………… １２ 

  ①収支計画のうち投資についての説明 ………………… １２ 

  ②収支計画のうち財源についての説明 ………………… １２ 

  ③収支計画のうち投資以外の 

経費についての説明 ………………… １３ 

 （３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の 

取組や今後検討予定の取組の概要 ………………… １４ 

     

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 ………………… １４ 

     

 

 

 



- 1 - 

 

 

上島町 魚島船舶事業経営戦略 

 
団 体 名： 上島町           

事 業 名： 魚島船舶事業        

策 定 日： 令和８年３月        

計 画 期 間： 令和８年度～令和１７年度  

 

 

 

１．事業概要 
 

（１）事業形態等 

 

法適用（全部適用・一部適

用）・法非適用の区分 
法非適用   

職員数 
（R2 年度時点） 

7 人 
年間輸送人員数 
（R6 年度実績） 

31,191 人 

営業航路 21.1 ㎞ 在籍船舶数   １ 隻 

運航路線数 1 本 船  齢 21 年 

年間運航キロ 61 千㎞ 
就 航 率 
（R６年度実績） 

99.52％ 

   

 

① 事業の概要 

 

魚島は瀬戸内海の中央に点在する孤

島であり、他市町村との交通は町営汽船

のみであり、広島県尾道市因島土生港と

愛媛県上島町魚島港を結ぶ 21.1 キロメ

ートルの航路を午前 7 時から午後 8 時

30 分まで 1日 4往復を運航し、通勤・通

学・通院・買い物や郵便物の逓送も行っ

ており、島民が移動する唯一の生活航路

として、本土における国道・地方道と同

様な価値を持つ、公益上不可欠な航路で

す。 
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② 職員数の内訳 
 

 事業の運営は、次の人員で対応しています。          ※R7 年 3 月時点 

 人数 業務内容 
海事職員  ６人 船舶運航業務 

一般行政職員 １人 一般事務 

 

 

③年間輸送人員の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④年間営業収入の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

（単位：人） 
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⑤所有船舶の現状 
 

船  名 
【 主 船 】 

ニューうおしま２ 

（ 代 船 ） 

しんこう７ 

船 舶 の 種 類 汽  船 汽  船 

船  質 軽合金 軽合金 

進 水 年 月 日 平成１６年６月 平成１４年３月 

総 ト  ン  数 ５２トン １９トン 

全  長 ２３．８０ｍ １９．４７ｍ 

幅 ５．２０ｍ ４．３０ｍ 

深  さ １．９９ｍ １．５０ｍ 

旅
客
定
員 

椅子席 ５４名 ９２名 

座 席      ２８名       ２名（船員） 

合 計      ８２名      ９４名 

航 海 速 力 
（試運転最大） 

２１．０２KNOT ３４．０ KNOT 

航 海 速 力 １７．００KNOT ２２．０ KNOT 

 

 《船舶所有の経緯》 

 大正 11 年村営旅客船「第一魚島丸」として始まり、昭和 13年「第二魚島

丸」（10 トン余）就航。昭和 22 年に「第三魚島丸」が就航。弓削まで 1 日

2便。昭和 29 年から 1日 3便になりました。 

昭和 33 年に「第五魚島丸」（30トン）、定員 41 名、昭和 38 年新鋭船「う

おしま」74 トンの鋼船で、速力 10 ノットで弓削まで 1 時間 25 分と時間も

短縮されました。昭和 48年 1月から弓削まで 1日 4便となり、一般の利用

客等の利用度が格段に向上しました。 

昭和 49 年に「第二うおしま」86.3 トンが就航。昭和 55 年「第三うおし

ま」79.24 トン。平成４年には快速船「ニューうおしま」定員 82 名が就航

して、弓削まで 45 分で結ばれるようになり、平成 8年には土生港まで延長

されたことで、魚島の交通事情は大きく改善されました。 

そして平成 16 年 6月に現有船「ニューうおしま２」が就航。バリアフリ

ー化、減揺施設設置など、住民の安心と安全に配慮した船舶で、令和７年度

現在で、約 21年間住民の唯一の公共交通機関として運航しています。 

「ニューうおしま 2」のドックの際には、岩城汽船所有の「しんこう７」

を代船として運航しており、安心・安全で適切な運航形態の構築に努めてい

ます。 
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（２）料金形態 
 

旅客（大人、小人）、荷物（小荷物、貨物等）、に分けて料金を設定しています。 
 

 年 月 日 制度及び料金 

上 限 認 可 平成 28 年 3 月 3 日 
下記料金表のとおり 

実   施 平成 28 年 4 月 1 日 

その他の事項 消費税率改正に伴い、H26.4.1（8％転嫁）、R1.10.1（10％転嫁）を実施。 

 

●普通旅客料金表 （税込み価格） 

 大 人 

魚 島～高井神 210円 

魚 島～豊 島 450円 

魚 島～弓 削 760円 

魚 島～土 生 1,010円 

高井神～豊 島 260円 

高井神～弓 削 560円 

高井神～土 生 810円 

豊 島～弓 削 340円 

豊 島～土 生 590円 

弓 削～土 生 250円 

 ※小人旅客料金は、6歳以上12歳未満の者の旅客料金は、普通旅客料金の半額とする。 

 ※身障者旅客料金は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示した者は、普通旅

客料金の半額とする。 

  ※回数券（11枚綴り）は、片道料金の 10 倍の額 

 

 

●定期乗船券料金表 （税込み価格） 

   

規   格 一般用定期 通学用定期 

 

 

一ヶ月 

定期券 

魚 島 ～ 弓 削 27,360 円 13,680 円 

魚 島 ～ 土 生 36,360 円 18,180 円 

高 井 神 ～ 弓 削 20,160 円 10,080 円 

高 井 神 ～ 土 生 29,160 円 14,580 円 

弓 削 ～ 土 生 9,000 円 4,500 円 

 ※通学定期料金は、通用期間が 1月のものにあっては、7割引きとする。 

 ※一般定期料金は、通用期間が 1月のものにあっては、4割引きとする。 
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●小荷物料金  （税込み価格） 

規  格 1 個につき料金 

10 キログラム以下 150 円 

10 キログラムを超え 20 キログラム以下 330 円 

20 キログラムを超え 30 キログラム以下 470 円 

 

 ●貨物料金  （税込み価格） 

品名 金額 品名 金額 品名 金額 

自転車 330 円 単車 470 円 ロープ（大） 470 円 

ロープ（小） 330 円 肥料 150 円 タイヤ 150 円 

虫クワ 330 円 タタミ 330 円 白米 15 ㎏ 150 円 

フトン（大） 470 円 フトン（小） 330 円 船外機 470 円 

漁網（大） 470 円 漁網 330 円 漁網（小） 150 円 

草刈機 330 円 洗濯機 470 円 ケーキ箱 470 円 

セメント 330 円 角材 150 円 ベニヤ 150 円 

  但し、上記表以外で三辺の和が 200 センチメートルを超える物で、30キログラム以下の料金は、 

 460 円、30 キログラムを超える物は、10キログラムにつき 150 円を加算した額とし、特に定めの 

 ない物の料金は、10キログラムにつき 150 円とする。 

 

 

 

（３）料金水準の検討 

 

魚島船舶は、地理的条件から民間の航路事業者は無く、唯一の交通機関として魚

島地区住民にとって、欠く事の出来ない離島航路です。 

平成 28 年から弓削～土生間の旅客運送も開始され、料金収入も増加しています

が、国・県の離島航路補助金と一般会計繰入金に頼らざるを得ない経営状況が続い

ています。また、燃料費や人件費、老朽化に伴う船舶修繕費の増加等もあることか

ら、独立採算での運航は非常に厳しい状況です。 

魚島地区は、高齢化率が 50%を超えており、一部、町からの運賃助成はあるもの

の、唯一の生活航路の料金が、地区住民にとっては大きな負担となっているのも現

実です。 

こうしたことから、経営状況は決して健全とは言えないものの、料金の値上げは

現時点では難しいものと判断しています。 

なお、今後の料金改正については、航路改善計画の策定の際に検討するとともに、

離島航路補助金を受けている国・県とも協議しながら検討することとします。 
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（４）現在の経営状況 

 

 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

営業収入（千円） 22,521 22,494 23,021 18,430 18,884 

収益的収支比率 76.62 % 137.47 % 142.97 % 94.79 % 108.41 % 

国庫補助金（千円） 35,900 41,850 68,748 65,907 66,886 

県費補助金（千円） 28,713 35,211 34,374 32,953 44,101 

繰入金（千円） 37,000 34,300 35,500 36,000 63,400 

単年度収支（千円） △323 454 17 △126 △577 

実質収支（千円） 880 1,334 1,351 1,225 648 

資金不足比率 － % － % － % － % － % 

 

【上記の指標等を踏まえた現在の経営状況の分析】 

 

 当航路は、魚島地区唯一の公共交通手段であり、通勤・通学・通院・買い物・

郵便の逓送など、あらゆる面で重要な役割を担っています。 

 しかしながら、料金収入で運航費用を賄えるだけの収益は得られず、経常的な

赤字航路となっており、航路維持のためには、国・県の離島航路補助金と一般会

計繰入金に頼らざるを得ない経営状況が続いています。 

 今後も、人口減少、少子高齢化等により島内者の利用増は見込めず、また、観

光客や工事関係者などの島外者の利用増も多くは期待できない状況です。 

 そのため、今後も利用促進を図るとともに可能な限り経費を抑えることで赤

字額の縮小に努め、引き続き国及び県の補助金を確保し、島民にとって欠かすこ

とのできない唯一の生活航路の維持確保に努めていきます。 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（参考） 指標等の算定方法 

収益的収支比率 ＝ 収益的総収入／（収益的総支出＋地方債償還金） 

単年度収支    ＝ 当該年度の実質収支 － 前年度の実質収支 

資金不足比率   ＝ （地方財政法施行令第 16条第１項により算定した資金の不足額）／ 

（（営業収益）－（受託工事収益）） ×100            〔法非適用企業の場合〕 
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２．将来の事業環境 

（１）利用者数の予測 

 

利用者数の過去の実績（P2 参照）を見ると、人口も減少していますが、令和２

年度及び令和３年度は、コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少しま

した。 

令和４年度以降は、コロナウイルス感染症の若干の影響はあるものの、観光客や

釣り客、お盆や年末年始の帰省客等の若干の回復が見られました。 

令和６年度は、魚島離島留学制度が開始されたことにより、利用者数は回復しま

したが、その後の利用については、人口減少の影響を受けて緩やかに減少していく

見込みとしています。 

利用者の予測は、「過去の利用状況」、「上島町の人口予測」などの自然条件等を

もとに予測しました。 

 
 

 

【利用者予測の設定】 

 

 利用者予測の設定方法 

R7 年度の見込 

帰省客の回復及び高井神島での漫画壁画等のＰＲによる観光

客の増加もあり、少しずつ回復している。 

（直近の実績から推測） 

R8 年度の見込 
人口は減少するものの、前年度の理由により、R7 年度よりは

回復する見込み。 

R9年度～R16年度の見込 R9 年度以降は、人口減少に伴い年々緩やかに減少する見込み。 

   ※人口ビジョンの数値は、次ページ参照。 
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2025 年（R7 年）人口ビジョンによる上島町の人口推移予測 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 魚島船舶の利用者数の推移見込 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※設定した利用者数予測により算出した利用者数見込となります。 

 

魚島船舶の利用者数見込 
（単位：人） 

（単位：人）

2026.3月 2027.3月 2028.3月 2029.3月 2030.3月 2031.3月
R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

弓削地区 2,793 2,716 2,628 2,600 2,568 2,540

生名地区 1,268 1,230 1,189 1,150 1,114 1,075

岩城地区 1,900 1,875 1,853 1,833 1,802 1,778

魚島地区 146 141 139 133 130 126

合計 6,107 5,962 5,809 5,716 5,614 5,519

2032.3月 2033.3月 2034.3月 2035.3月 2036.3月
R13年度 R14年度 R15年度 R16年度 R17年度

弓削地区 2,512 2,484 2,456 2,428 2,401

生名地区 1,037 1,000 964 929 895

岩城地区 1,754 1,731 1,708 1,685 1,663

魚島地区 122 118 114 110 106

合計 5,425 5,333 5,242 5,152 5,065
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（２）料金収入の予測 

 

 料金収入の予測は、住民の人口減少及び利用者数の予測に準じ、旅客収入、荷物（小荷物・貨

物）等、収入別に予測を行いました。 

 

 収入予測の設定方法 

R7 年度の見込 

帰省客の回復及び高井神島での漫画壁画等のＰＲによる観光

客の増加もあり、少しずつ回復している。 

（直近の実績から推測） 

R8 年度の見込 
人口は減少するものの、前年度の理由により、R7 年度よりは

回復する見込み。 

R9年度～R16年度の見込 R9 年度以降、人口減少に伴い年々緩やかに減収。 

 

 

 

 

 魚島船舶収入の推移見込 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※設定した収入予測により算出した収入見込となります。 

 

 

 

魚島船舶の収入見込 
（単位：千円） 
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（３）船舶更新時期の見通し 

 

 魚島船舶は、主船「ニューうおしま２（H16 年建造）」１隻を所有しています

が、すでに軽合金船の耐用年数（9年）を超え、建造後２１年が経過しています。 

そのため、船舶修繕費は年々増加傾向にあり、経営状況悪化の要因の一つにもな

っています。 

こうしたことから、現有船の老朽化への対応と、より安全な運航体制を確保す

るために、船舶更新の必要性が高まり、令和 9年度に新造船が完成予定です。 
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３．経営の基本方針 
 

魚島船舶は、過疎化・高齢化などの社会情勢の変化により、経営環境が厳し

くなっている中、上島町第２次総合計画にも「上島町が運営する町有バス・デ

マンド交通及び公営航路については、ほかの公共交通機関との接続や住民か

らの要望を考慮して、ダイヤ改正などを検討する。」を基本方針として、公共

交通網の充実に努めます。 

 また、安全面についても十分に注意した取組みを進めていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安全運航 

の 

徹  底 

安全で快適な運航を推進するため、船員の意識向上に努め、安

全管理を徹底します。 

 

・安全最優先の運航の徹底 

・安全教育の取組み 

・安全管理規程など関係法令の遵守 

事  業 

の 

継  続 

持続可能な運営ができるように、国・県の離島航路補助金の確保

を図りながら、適切な運営や人材確保に努めます。 

 

・業務の合理化や経費の削減の検討 

・船員不足対策 

利 便 性 

の 

向  上 

利用者のニーズの把握に努め、経費面を考慮しながら、可能な限

り利便性の向上に努めます。 

 

・利用状況を把握した時刻改正等の検討 

・他の公共交通機関との連携 
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４．投資・財政計画（収支計画） 
 

（１）投資・財政計画（収支計画） 

 

    別紙のとおり 
※｢様式第 2号（法非適用企業）投資・財政計画（収支計画）｣参照｡ 

 

 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

 

①収支計画のうち投資についての説明 
 

〇 目  標 

設備投資の必要性と経営に与える影響を検証し、効率的かつ計画的な実施に

努める。 

 

 

〇 計  画 

船舶の建造に関しては、一日４往復運航している唯一の生活航路であること

から、老朽化した現船を更新し、令和９年度に新造船が完成予定です。 

なお、財源としては、国庫補助金及び交付税措置の有利な起債等を活用して、

将来的に経営負担の少ない方法で対応していきます。 

 

 

〇 取組み状況 

 令和３年度に国の離島航路構造改革補助を受け、調査事業を事前に実施し、航

路診断・経営診断を行い、航路改善計画を策定しました。 

調査事業を実施するにあたり、運輸局、愛媛県、財務会計専門家、地区住民代

表者等で構成される魚島航路改善協議会を立ち上げ、現状分析とともに建造船

舶の仕様等についても検討しました。 

 

②収支計画のうち財源についての説明 
 

〇 目  標 

魚島船舶については、公営企業の原則である「独立採算」で運営を行うことは

大変難しい状況ですが、極力繰入金を抑えるよう経費節減に努めるとともに国・

県の離島航路補助金を確保し、適切な事業運営を図ります。 

設備投資については、交付税措置の有利な起債を活用するなど、可能な限り単

独費用を抑えるように努めます。 
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〇 財源（料金収入、他会計繰入金、国・県補助金、起債）の積算の考え方 

料金収入 

見込は、「２．将来の事業環境（２）料金収入の予測」に記載し

たとおり、人口減少に伴い、微減となっていますが、当面は料

金改定の予定はなし。 

料金を改定する場合は、中長期的な利用状況、収支状況を分析

するとともに、国・県とも協議しながら適正な料金設定に努め

ます。 

他会計繰入金 赤字補填による繰入は継続。 

国・県補助金 引き続き、国及び県の離島航路補助金を確保。 

起債の借入 
設備投資については、交付税措置がある有利な起債の借入を行

う。 

 

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 
 

投資以外の経費の積算の考え方について 
 

・修繕費に関する事項 

船舶修繕費については、５年に一度の定期検査時には多くの修繕が必要

となり、多額の修繕費が支出されます。また、中間検査時や合いドック時に

も船舶の老朽化に伴い、年々修繕箇所が増え、運営経費を圧迫している状況

です。このことから日頃から船員で出来る範囲でのメンテナンスを行うよ

う心掛けておりますが、専門的な構造等については、造船所に頼らざるを得

ない状況です。 

  管理に関しては、定期的なオイル交換等は、機関長を中心に適宜実施して

おり、引き続きできるだけ船員による管理体制の強化に努めます。 

 

・燃料費に関する事項 

 燃料使用量及び燃料費は、燃料単価に大きく左右されますが、過去５年間

の平均給油量を採用し算出しています。（平均給油量：294,000ℓ /年） 

  

・人材育成費に関する事項 

 近年、どの航路事業者も船員不足に悩まされており、特に有資格者（船長、

機関長）の確保が難しい状況です。 

 魚島船舶では、有資格者の育成のため乗船年数等の資格取得要件を満た

した船員に、公費で資格を取得できる制度を導入しており、令和２年度以降、

船長１名及び機関長２名が資格取得のために制度を活用しています。 

今後も船員の資格取得及び人員確保（雇用）について、資格取得者不足に

より事業の継続が困難にならないよう、計画的に人材を確保していく計画

（方針）としています。 
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

 

投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組及び今後の検討事項について 

 
 

 ・既存船舶の売却 

   新造船建造に伴う既存船舶の売却について、公募により入札方式にて売却す  

る予定ですが、船の評価額が算定出来ていないため、計画には反映していませ  

ん。 
 

   
 

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 
 

経営戦略は、毎年度進捗管理を行いながら概ね３年～５年ごとに計画の改定

を行うことが必要です。また、計画と大きな乖離が生じたときにも見直しが必要

となります。魚島船舶事業の経営戦略は、次の要領で見直し等を図るものとしま

す。 

 

 

○魚島船舶事業経営戦略の見直し時期 

 毎年度、進捗管理を行い３～５年ごとに見直しを実施することを基本とする。 

 なお、急激な人口減少等により利用状況や取り巻く環境が大きく変化するお

それがあるため、想定と大幅な誤差が生じた場合は、速やかに経営戦略の内容

見直しを実施するものとする。 

 
 

 

 



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

【別紙】

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 133,959 142,928 146,501 161,997 175,917 177,251 178,236 177,612 179,657 181,077 182,182

（１） (B) 22,792 28,008 27,319 27,047 26,191 25,741 24,934 24,511 23,748 23,351 22,632

ア 18,884 24,178 23,566 23,369 22,586 22,208 21,472 21,118 20,423 20,093 19,439

イ (C)

ウ 3,908 3,830 3,753 3,678 3,605 3,533 3,462 3,393 3,325 3,258 3,193

（２） 111,167 114,920 119,181 134,950 149,726 151,510 153,302 153,102 155,910 157,725 159,549

ア 40,968 41,378 41,791 42,209 42,631 43,058 43,488 43,923 44,362 44,806 45,254

イ 34,374 34,718 35,065 35,416 35,770 36,127 36,489 36,854 37,222 37,594 37,970

ウ 35,500 38,500 42,000 57,000 71,000 72,000 73,000 72,000 74,000 75,000 76,000

エ 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

２ (D) 134,167 136,064 138,165 157,433 171,522 172,843 174,196 175,682 177,101 178,554 180,042

（１） 134,167 136,064 137,992 139,950 141,939 143,960 146,013 148,099 150,218 152,371 154,559

ア 55,564 56,675 57,809 58,965 60,144 61,347 62,574 63,826 65,102 66,404 67,732

イ 78,603 79,389 80,183 80,985 81,795 82,613 83,439 84,273 85,116 85,967 86,827

（２） 173 17,483 29,583 28,883 28,183 27,583 26,883 26,183 25,483

ア 173 883 883 883 883 883 883 883 883

イ 16,600 28,700 28,000 27,300 26,700 26,000 25,300 24,600

３ (E) △ 208 6,864 8,336 4,564 4,395 4,408 4,040 1,931 2,557 2,523 2,140

1 (F) 67,653 271,253 6,100 31,000 31,000 31,000 31,000

（１） 60,700 248,400

（２） 6,100 31,000 31,000 31,000 31,000

（３）

（４）

（５） 6,953 22,853

（６）

（７）

２ (G) 67,600 272,759 6,070 31,000 31,000 31,000 31,000

（１） 67,600 272,759

（２） (H) 6,070 31,000 31,000 31,000 31,000

（３）

（４）

（５）

３ (I) 53 △ 1,506 30

(J) △ 208 6,917 6,830 4,564 4,395 4,408 4,070 1,931 2,557 2,523 2,140

(K)

(L) 1,351 648 771 1,063 721 555 432 562 1,066 922 842

(M)

(N) 1,143 7,565 7,601 5,627 5,116 4,963 4,502 2,493 3,623 3,445 2,982

(O)

(P) 1,143 7,565 7,601 5,627 5,116 4,963 4,502 2,493 3,623 3,445 2,982

(Q)

(Q)
(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 22,792 28,008 27,319 27,047 26,191 25,741 24,934 24,511 23,748 23,351 22,632

（T)

(U)

(V) 22,792 28,008 27,319 27,047 26,191 25,741 24,934 24,511 23,748 23,351 22,632

(W)

(X) 67,900 340,486 339,603 338,720 337,837 330,884 299,001 267,118 235,235 203,352

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前年度

区 分
決 算
見 込

35,500 38,500 42,000 57,000 71,000 72,000 73,000 72,000 74,000 75,000 76,000

35,500 38,500 42,000 57,000 71,000 72,000 73,000 72,000 74,000 75,000 76,000

6,100 31,000 31,000 31,000 31,000

6,100 31,000 31,000 31,000 31,000

35,500 38,500 42,000 57,000 71,000 72,000 79,100 103,000 105,000 106,000 107,000

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

R14 R15 R16

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

R8 R9 R10 R11 R12 R13

地 方 債 残 高

本年度

102.55 98.87 85.94 86.33 86.41

健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た

資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

(R)

収益的収支比率（ ×100 ） 99.84 105.04 106.03 102.90

）

86.32102.56

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

赤 字 比 率 （ ×100

積 立 金

前年度からの繰越金

前年度繰上充用金

形 式 収 支
(J)-(K)+(L)-

(M)
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

う ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金

そ の 他

R16

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

R8 R9 R10 R11 R12

そ の 他

営 業 外 収 益

国 庫 補 助 金

都 道 府 県 補 助 金

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

R13 R14 R15

収 支 差 引 (A)-(D)

【別紙】様式第2号（法非適用企業）投資・財政計画（収支計画）


